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市民農園をはじめよう！



はじめに

市⺠農園とは

『市民農園』とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々のレクリエー

ション、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な

目的で、農家でない方々が小さな面積の農地を利用して自家用の野菜

や花を栽培する農園のことをいいます。このような農園は、ヨーロッパ

諸国では古くからあり、ドイツではクラインガルテン（小さな庭）と呼ば

れ、我が国では市民農園と呼ばれるほか、農業体験農園、ふれあい農園

などいろいろな名称で呼ばれています。農家でない方々がこのような

農地を利用できるよう、自治体、農協、農家、企業、NPO法人などが市

民農園を開設しています。

このパンフレットでは、市民農園の開設に必要な手続、各種法律や税

制の説明、市民農園に係るデータや事例をまとめていますので、市民農

園の開設などにご活用ください。
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市民農園を開設する場合には、開設場所の選定、農地の確保などいくつかのキーポイントが

ありますが、一般的な流れとしては以下のようになります。

なお、実際に市民農園の開設を進める場合には、必ずしもこの手順となるものではなく、例え

ば開設場所の選定と農地所有者との交渉、市民農園の設計などは同時に進めなければなら

ないことも多くあると思われます。

4 市民農園の設計

5 開設手続き

6 開設の準備

1 市民農園の開設の方法 • 制度 • メリット

2 開設場所の選定 • 立地条件

3 農地所有者との交渉 • 所有者の意向把握

7 利用開始と

その後の管理運営

• 管理 … 農園・施設の管理に当たっての留意事項

• 指導 … 作付けマニュアル・栽培指導のあり方

• 区画の大きさ

• 利用内容の決定

• 施設の配置

• 管理・指導体制

• 申請書の提出

• 農地の整備等 • 利用者の募集

市⺠農園の開設⼿順1
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市民農園の開設には次の方式があり、方式・施設整備の有無により開設の手続が異なります。

貸付方式

利用者に農地を貸す方式です。原則と

して、特定農地貸付法※１（生産緑地は

都市農地貸借法※２も活用可能。）の手

続が必要です。

上野坂２丁目農園（大阪府豊中市）

農園利用方式

利用者に農地を貸さず、園主の指導の

下で利用者が継続的に農作業を行う

方式です。利用者への農地の権利の設

定・移転を伴わないため、農地法等の

手続は必要ありません※３。ただし、開

設に当たり、農地の権利を取得する場

合には、農地法等の手続が必要です。

イガさんの畑（東京都練馬区）

市民農園の施設

農地に農機具庫や休憩施設等の施設を設置する場合、

市民農園整備促進法の手続をとれば、特定農地貸付法

（又は都市農地貸借法）の手続と当該施設整備に必要

な農地法の農地転用の手続が不要となるほか、都市計

画法の特例も受けることができます。

なお、市民農園整備促進法の手続をとらず、個別に農

地転用の手続をとって施設を整備することもできます。 笠間クラインガルテン（茨城県笠間市）

※１ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律（平成元年法律第58号）

※２ 都市農地の貸借の円滑化に関する法律（平成30年法律第68号）

※３ 農地への権利の設定や移転を伴わないため、農地法等の手続は不要。

市⺠農園の開設⽅法2
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開設に必要な法律の⼿続

農地の取得方法や市民農園の方式ごとの開設に必要な法律の手続は以下のとおりです。

農地の取得方法

市民農園の方式

市民農園の

施設整備の有無

農園利用方式 貸付方式

所有している農地で開設 農地の権利を取得して開設※1

農園利用方式

法律手続
不要

農地の権利関係・

転用の手続

市民農園

整備促進法

特定農地

貸付法※3

市民農園

整備促進法

（農地の権利を

取得する際に

別途農地法等

の手続が必要）

（農地の権利を

取得する際に

農地法等の手

続が必要）

注： 図は簡略化してますので、条件によって法律手続が異なる場合もあります。

あり なし※2なし※2 あり なし※2

※1 法律の手続前に既に借りている農地で貸付方式の市民農園を開設することはできません

※2 農地以外の土地に市民農園の施設を整備する場合や別途農地転用の手続を行う場合は

「なし」を選択

※3 生産緑地は都市農地貸借法（特定都市農地貸付け）を活用可能
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貸付方式の市民農園の開設に伴う農地の貸借等について農地法の許可を不要とする農

地法の特例などを定めた法律です。

ア 法律のしくみ

 特定農地貸付けとは
市民農園の利用者への農地の貸付けのことであり、次の要件を満たすものをいいます。

① 10a（1,000㎡）未満の貸付け

• 市民農園の開設者が各利用者へ貸し付けることができる面積の上限です。

• 市民農園全体の規模については、こうした面積の上限はありません。

② 相当数の者を対象とした貸付け

• 市民農園の利用者（農地を貸す相手）は複数人である必要があります。

③ 貸付期間が５年を超えない

• 市民農園の開設者から利用者への貸付期間の上限です。

• 市民農園の開設者が借り受ける農地の貸借の期間の上限ではありません。

④ 利用者が行う農作物の栽培が営利を目的としないものであること

• 販売自体を禁止するものではなく、利用者が栽培した農作物のうち自家消費を超える分

については販売が可能です。

• 営利を目的としてはならないのは「利用者による農作物の栽培」であり、開設者による市

民農園の開設の目的は営利を目的としたものであっても差し支えありません。

 農業委員会の承認
特定農地貸付けを行うためには、市民農園の開設者が農業委員会に申請して、その承認

を受ける必要があります。また、特定農地貸付けを行うための農地の権利を取得する必

要がある場合、承認を受けることで、この権利も取得することができます※。

以下の場合などは農業委員会の承認を受けることができません。

• まとまった農地があるような地域で、市民農園の位置が農業者による農地の利用を分断する場合

• 利用者の募集及び選考の方法が公平かつ適正でなく、特定の者のみに利用が集中するような場合

• 貸付条件が違法不当な場合

• 賃借権等の所有権以外の権利を既に有している農地で開設する場合 など

※ 別途、農地所有者、地方公共団体又は中間管理機構との間で賃貸借等の契約を締結する必要があります。（所有

農地で自ら開設する場合を除く。）

特定農地貸付法（特定農地貸付け）
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１ 地方公共団体及び農業協同組合

開設者ごとの市民農園の開設の手続は次のとおりです。

イ 開設の⼿続

※１ 貸付規程： 特定貸付けに係る農地の所在のほか、利用者の募集や選考の方法、貸付けの期間、農地の適切な

利用を確保するための方法等について記載

※2 貸付協定： 承認の取消し等による廃園後の農地の適切な利用を確保するための方法、農地の管理方法等を内

容とする協定を締結

農
地
所
有
者

開設者

地⽅公共団体

④所有権又は

使用収益権の取得

農業協同組合は
組合員からの借入れ 農業協同組合

農業委員会

②申請 ③承認

利⽤者

利⽤者

利⽤者

⑤特定農地貸付け

①貸付規程※1の作成

（申請書に添付）

２ 所有農地で開設する者 （農家等）

農業委員会

③申請 ④承認

利⽤者

利⽤者

利⽤者

⑤特定農地貸付け

②貸付規程※1の作成

（申請書に添付）

市
町
村

開設者

所有農地で
開設する者

３ 農地を借りて開設する者 （１の地方公共団体及び農業協同組合を除く。）

農業委員会

③申請 ④承認

利⽤者

利⽤者

利⽤者

⑦特定農地

貸付け

②貸付規程※1の作成
（申請書に添付）

開設者

農地を借りて
開設する者

農
地
所
有
者

⑤所有権又は
使用収益権
の取得

⼜は

地⽅
公共団体

農地中間
管理機構

市町村

①貸付協定※２

（申請書に添付）

①貸付協定※２

（申請書に添付）

⑥貸付け

開設者は、農地所有者から直接

農地を借りることはできず、地

方公共団体等を介在する必要
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都市農地貸借法（特定都市農地貸付け）

生産緑地地区内の農地（都市農地）を借りやすくするための法制度です。

法では、農地を借りた方が

① 自ら耕作する場合

② 特定都市農地貸付け（市民農園として利用者へ貸付け）をする場合

を対象にしていますが、ここでは、②の特定都市農地貸付けについて説明します。

ア 法律（特定都市農地貸付け）のしくみ
農地を借り市民農園を開設する者（地方公共団体、農業協同組合を除く。）が対象です。基

本的なしくみ、特定都市農地貸付け・承認の要件は特定農地貸付法と同様ですが、市民農

園の開設者は、農地所有者から直接農地を借りることができます。対象は、生産緑地地区

内の農地に限られます。

イ 開設の⼿続
都市農地貸借法（特定都市農地貸付け）での市民農園の開設の手続は次のとおりです。

市町村 農業委員会

③申請 ④承認

利⽤者

利⽤者

利⽤者

⑥特定都市

農地貸付け

①協定※２

（申請書に添付）

農
地
所
有
者

⑤貸付け

開設者は、農地所有者

から直接農地を借りる

ことができる。

開設者

農地を借りて開設する者
（地⽅公共団体、

農業協同組合を除く）

②貸付規程※1の作成
（申請書に添付）

※１ 貸付規程： 特定貸付けに係る農地の所在のほか、利用者の募集や選考の方法、貸付けの期間、農地の適切な利用を確

保するための方法等について記載

※2 協定： 貸付協定の内容に加えて、開設者が都市農地を適切に利用していないと認められる場合に市区町村が協定を

廃止する旨を内容とする協定を締結

【参考】 特定農地貸付法（特定農地貸付け）との対比

農業委員会

③申請 ④承認

利⽤者

利⽤者

利⽤者

⑦特定農地

貸付け

②貸付規程の作成
（申請書に添付）

開設者

農地を借りて
開設する者

（地⽅公共団体、
農業協同組合を除く）

農
地
所
有
者

⑤所有権又は
使用収益権
の取得

⼜は

地⽅
公共団体

農地中間
管理機構

市町村

①貸付協定
（申請書に添付）

⑥貸付け

この赤枠部分の手続が不要となります
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農園利⽤⽅式（法律上の規制なし）

農業を営む園主の指導の下で、利用者に継続的に農作業を行ってもらう方式の市民農園

です。「農業体験農園」と呼ばれる農園は、農園利用方式に分類されます。

市民農園の開設者は、農園の利用者に対し農地を貸さない（使用収益する権利が利用者

に生じない）ため、農地法等の手続は必要ありません。ただし、開設者が、開設に当たって

農地の権利の権利を取得する場合には、農業者等が通常、農地の権利を取得するための

手続（農地法第３条の許可等）が必要です。

開設者

市⺠農園開設者
農家等

（農業経営の主宰者）

利⽤者

利⽤者

利⽤者

農園利用契約

市⺠農園整備促進法

農機具庫や休憩施設等の市民農園施設を備えた市民農園（貸付方式及び農園利用方式）

を整備する場合の農地法等の特例を設けた法律です。郊外に施設と一体的に市民農園を

整備・開設する場合に適しています。

ア 法律のしくみ
整備運営計画を作成し、市町村から市民農園の開設の認定を受けると、

• 農地の貸付けについて特定農地貸付法（又は都市農地貸借法）の承認

• 市民農園施設の整備に必要な農地の転用について農地法第４条第１項、第５条第１項

の許可

があったとみなされ、また、

• 休憩施設等に係る開発行為等については、都市計画法に基づく開発許可が可能にな

ります。

 市⺠農園施設とは
市民農園として利用される農地に附帯して設置される、農地の保全又は利用上必要な施

設です。農機具収納施設やトイレ、手洗場、水飲場、駐車場、園路、掲示板、柵、照明施設の

ほか、管理事務所や休憩施設、農作業講習施設、簡易宿泊施設なども該当します。
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STEP

3

イ 開設の⼿続

• 整備の基本的な方向

• 整備すべき区域の設定に関する事項

• 市民農園施設の整備 等

市民農園整備基本方針 （都道府県が策定）

市民農園区域の指定 （市町村が指定） 市街化区域は不要

市町村は、基本方針に基づき、農業委員会の決定を経て、当該市町村の区域内

の一定の区域で要件※に該当するものを市民農園として整備すべき区域（市民

農園区域）として指定することができる。（指定する際はあらかじめ都道府県知

事への協議を要する。）

※ 要件

• 区域内に相当規模の一団の農地が存在し、かつ自然的条件や利用の動向からみて、

市民農園として利用することが適当と認められる。

• 周辺地域の農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそ

れがない。

• 利用者が相当程度見込まれる。

市民農園の開設の認定 （市町村が認定）

STEP

1

市⺠農園開設者

市町村

開設形態が、特定農地貸付けの場合※は貸付協定

（特定都市農地貸付けの場合は協定）の締結が必要

※ 地方公共団体及び農協が開設する場合を除く

STEP

2

市町村は、区域を

指定又は変更する

際に交換分合を行

うことができる

【整備運営計画の作成】

• 市民農園の用に供する土地の所在

• 市民農園の用に供する農地の位置、面積

• 開設形態（特定農地貸付け、特定都市農地

• 貸付け又は農園利用方式）

• 市民農園施設の整備に関する事項

• 利用期間その他の条件 等
農業

委員会
都道府県

知事

③同意 ②決定

① 申 請

④ 認 定
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1 相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地を市民農園の開設者や利用者に貸すと、

原則として猶予の期間が確定し、猶予税額及び利子税を納付する必要があります。ただ

し、生産緑地について、以下の貸付けをする場合は、引き続き納税猶予が継続します（貸

付後、２月以内に所轄税務署に届け出る必要があります）。

ア 特定都市農地貸付けの用に供するための貸付け

開設者
農地を借りて
開設する者

利⽤者

利⽤者

特定都市
農地貸付け農地所有者

（納税猶予適⽤者）
貸付け

イ 自己所有の農地について特定農地貸付け※１

※１ 貸付協定に本来の記載項目のほかに、「開設者が農地を適切に利用していないと認められる場合に市町村が協定を廃止する旨」等を記載

する必要があります。

※２ 詳しくは、農林水産省のホームページ「都市の農地の貸借がしやすくなります」をご覧ください。

2 自己所有の農地について、利用者に農作業の一部を体験させる農園利用方式の市民農

園の用に供する場合については、農地への権利の設定・移転を伴わないため、納税猶予

の期限は確定しません。

利⽤者

利⽤者

利⽤者

利⽤者
農地所有者

（納税猶予適⽤者）

特定農地
貸付け

ウ 特定農地貸付けの用に供するための地方公共団体及び農業協同組合への貸付け

開設者
地⽅公共団体
農業協同組合

利⽤者

利⽤者
特定農地貸付け農地所有者

（納税猶予適⽤者）
貸付け

エ 都市農地貸借法（認定を受けた事業計画に基づく貸付け※２）に基づく農園利用方式の市
民農園の開設者への貸付け

開設者
農地を借りて
開設する者

利⽤者

利⽤者
農園利用契約農地所有者

（納税猶予適⽤者）
貸付け

開設者

農地所有者
（納税猶予適⽤者）

開設者
農園利用契約

相続税納税猶予との関係3
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開設主体・開設方式ごとの市民農園数 （令和６年３月末現在）

計

市⺠農園整備促進法
都市農地
貸借法

特定農地
貸付法 うち農園

利⽤⽅式
うち貸付

⽅式

2,016-235(-4)235(-4)1,781(-61)地⽅公共
団体

426-27(-1)27(-1)399(-22)農業協同
組合

1,380164(0)23( 0)187(0)1,193(+38)農業者

435-18(-1)18(-1)121(+13)296(-13)企業・
NPO等

4,257164(0)303(-6)467(-6)121(+13)3,669(-58)計

資料： 農村振興局農村計画課調べ

注1： （ ）内の数値は前年比

注2： 市民農園整備促進法、特定農地貸付法及び都市農地貸借法の手続きに従って設置された

ものの数値です。

注3： 「市民農園整備促進法」の欄中、「貸付方式」は、同法第2条第2項第1号イ（特定農地貸付

法式）によるもの、「農園利用方式」は、同法第2条第2項第1号ロ（農園利用方式）による

ものです。

注4： 「農業者」は所有する農地での開設者及び農園利用方式での開設者、「企業、NPO等」は

借りた農地での開設者（地方公共団体及び農業協同組合を除く。）

市⺠農園の開設状況4
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東京都 東村山市

オリーブパーク東京

日帰り型市民農園

講師の指導の下、稲作と畑作、双方の有機無農薬栽

培を学べます。種苗・肥料・農具を用意してもらえる

ので農業初心者でも安心です。子供やシニアまで幅

広い方々に農業体験をしていただけます。

千葉県 八千代市

法人島田体験農場

日帰り型市民農園

１区画40㎡と比較的大きな区画で、利用者がトマト・

大根・白菜・スイカ等、好みの野菜や果物を自由に栽

培できる市民農園です。隣には“やちよ農業交流セン

ター”があり、地元農産物を使った料理教室を開催す

る等、市民農園と共に地域コミュニティを醸成する場

となっています。

新潟県 小千谷市

おぢやクラインガルテンふれあいの里

日帰り型及び滞在型市民農園

農園の遠くには越後三山、眼下には信濃川の圧倒的

な大パノラマが広がり、高速道路ＩＣからのアクセス

に優れ、豊かな自然の中での生活をのんびりと楽し

めます。

兵庫県 多可町

フロイデン八千代

滞在型市民農園

全国で初めての滞在型市民農園であり、令和６年３

月末時点で60棟の簡易宿泊施設があります。農業

体験やガーデニングなど安らぎと潤いのある自由な

滞在生活を通じて、心身のリフレッシュができます。

いろいろな市⺠農園（事例）5
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コ ラ ム

世代や障害の有無を超えた多様な者の
社会参画を図るユニバーサル農園

様々な種類の作物が生産され、多岐にわたる作業が必要となる農業現場は、社会的に支援が必要

な者にとって、生きがいややりがいを見出して働く場となることに加えて、地域との交流の場や社

会とつながる居場所になる可能性があります。

こうした観点から、「農福連携等推進ビジョン（2024改訂版）」（2024年６月５日農福連携等推進

会議決定）においては、「農福連携等を通じた地域共生社会の実現」を目指し、世代や障害の有無

を超えた多様な者が農業体験を通じて社会参画を図る「ユニバーサル農園」の普及・拡大を推進す

ることとしています。

市⺠農園制度との関係
利用者の募集・選考に当たっては、高齢者や障害者など開設するユニバーサル農園の趣旨に

合った者を優先して募集・選考しても差し支えありません。

ユニバーサル農園で栽培された農産物で自家消費量を超える余剰農産物を、農園利用者の

就労訓練などのために販売することや、フードバンクに提供することは営利を目的とするこ

とに当たらないため、行っても差し支えありません。

ユニバーサル農園の開設に当たって、高齢者や障害者の利用に合わせた必要な措置（スロー

プや手すり等）が講じられた施設を整備する場合にあっても、市民農園整備促進法に定める

市民農園施設に該当します。

ユニバーサル農園により期待される効果の例

① 健康増進や生きがいづくり

• 農作業による高齢者、障がい者等の健康増進

やリハビリ

• 農作物の栽培・販売や利用者同士の交流による

生きがいづくり

② 精神的健康の確保

• 土や自然に触れ、作物を育てることで、癒しや

安らぎを感じることによる、精神的健康の確保

③ 雇用・就労に向けた機会の提供

• 農作物の栽培・販売や利用者同士の共同体験

による、生活困窮者、ひきこもりの状態にある

者等の社会参画、就農へのチャレンジに向けた

技術の習得

④ 学びの機会の提供

• 子ども等が農業を体験的に学ぶ機会や障害者

の生涯にわたる学びの場の提供

• 生産した農作物の供給を通じた地域の多様な

主体との交流

世代や障害の有無を超えた多様

な者のユニバーサル農園の利用

による農地の利用の維持・拡大

障害者や高齢者等の雇用・就労に向けた、

農作業体験を通じた技術習得の場となる、

ユニバーサル農園の整備を、農山漁村振興

交付金（地域資源活用価値創出推進・整備

事業（農福連携型））で支援。

12



市⺠農園の整備が可能な補助事業（令和７年度）6

補助率等主な実施主体内容事業等名

定額
都道府県、
市区町村、
地域協議会、
NPO法⼈、
⺠間企業 等

（都市農業機能発揮対策）
都市住⺠と共⽣する農業経営への⽀援策の検討や都市
農業の多様な機能についての理解醸成、都市農地の周
辺環境対策等に必要となる簡易な施設整備として市⺠
農園等の附帯施設の整備(※)が可能
（※）簡易トイレ、休憩所、農機具収納施設等
〔担当：農村振興局農村政策部農村計画課〕

農⼭漁村振興
交付⾦

定額、
1/2

社会福祉法⼈、
市町村を含む
地域協議会、
⺠間企業 等

（地域資源活⽤価値創出対策のうち地域資源活⽤価
値創出推進・整備事業（農福連携型））
障害者や⾼齢者等の雇⽤・就労に向けた、農作業体験
を通じた技術習得の場として、ユニバーサル農園の整備(※)

が可能
（※）農園の整備、休憩所、農機具収納施設等
〔担当：農村振興局農村政策部都市農村交流課〕

1/2 等

都道府県、
市町村、JA、
農林漁業者の
組織する団体
等

（地域資源活⽤価値創出対策のうち地域資源活⽤価
値創出整備事業（定住促進・交流対策型））
都道府県や市町村が計画主体となり、農⼭漁村におけ
る定住・交流の促進、農⼭漁村の活性化のために必要と
なる地域間交流拠点施設の整備として、体験農園・市
⺠農園の整備(※)が可能
（※）区画・園路、滞在施設、農機具収納施設等
〔担当：農村振興局整備部地域整備課〕

1/2 等
都道府県、
市町村、
⼟地改良区
等

都道府県⼜は市町村が、策定した地域の実情に応じて
農⼭漁村地域整備等の⽬標等を記載した農⼭漁村地
域整備計画に基づき実施する事業として、集落農園・市
⺠農園の整備(※)が可能
（※）区画・園路、かん⽔施設、管理施設、照明施
設、駐⾞場等
〔担当：農村振興局整備部地域整備課〕

農⼭漁村地域
整備交付⾦

定額、
1/2 等

都道府県、
市町村、
⼟地改良区、
農業者の組織
する団体、
農業法⼈ 等

農地耕作条件改善計画に基づき実施する事業として市
⺠農園の整備(※)が可能
（※）除礫、深耕、整地、侵⼊防⽌柵の設置等
〔担当：農村振興局整備部農地資源課〕

農地耕作条件
改善事業
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関連リンク

都市農業の振興・市民農園について

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/index.html

市民農園の開設方法

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/s_kaisetsu.html

市民農園に関係する法律

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/s_houritsu.html

市民農園の開設状況

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/s_joukyou.html

お問い合わせ先

北海道農政部 農業経営局農地調整課

011-231-4111 （内27-219）

東北農政局 農村計画課

022-263-1111 （内4062）

関東農政局 農村計画課

048-600-0600 （内3407）

北陸農政局 農村計画課

076-263-2161 （内3424）

東海農政局 農村計画課

052-201-7271 （内2559）

近畿農政局 農村計画課

075-451-9161 （内2420）

中国四国農政局 農村計画課

086-224-4511 （内2520）

九州農政局 農村計画課

096-211-9111 （内4622）

内閣府 沖縄総合事務局 農村振興課

098-866-0031 （内83336）

農林水産省 農村振興局 農村計画課

03-3502-5948 （直通）


